
 

                            

 

かがわスマートハウス促進事業補助金のご案内 
県では、住宅用太陽光発電システム、ＺＥＨ、住宅用蓄電システム、住宅用Ｖ２Ｈシステムの設置する場合に、その経費の一部を補助します。  

 補助対象 

① 住宅用太陽光発電システムを設置する場合（既築住宅に設置する場合は対象）（新築住宅への設置は対象外） 

② ネット・ゼロ・エネルギーハウス（ＺＥＨ）を新築または改修する場合 

③ 住宅用蓄電システムを設置する場合（既築住宅に設置する場合は対象。ただし、新築のZEHに設置する場合は
対象とする） 

④ 住宅用V2Hシステムを設置する場合 
※既築住宅とは、住宅の建築が終了し、施主に引き渡され、人が居住している住宅又は人が居住していない場合でも、 
住宅の建築が終了してから1年以上経過したものとする。 

・ 工事着工前（建売住宅の場合は引き渡し前）に県の交付決定を受けることが必要です。 

・ 蓄電システムまたはＶ２Ｈシステムは、電力会社と１０kW未満の電力受給契約をしている又はしていた太陽光発電システムと 

連系することが必要です。 

・ ①と②または③と④の組み合わせについては、補助金の併用はできません。 

 補助金額 

・住宅用太陽光発電システム 1.3万円／ｋＷ（上限/5万円、千円未満切り捨て） 

ただし、増設の場合には、県補助金を受けた既設分を含めた額とする 

・ＺＥＨ 20万円（定額）※加算要件を追加（以下のいずれかに該当する場合5万円を加算する） 

  ➀子育て世帯又は若者夫婦世帯、②複数世帯同居仕様（①及び②を重複して加算することはできません） 

・住宅用蓄電システム 設備費（ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型番）の１/１０（上限10万円、千円未満切り捨て） 
ただし、増設の場合には、県補助金を受けた既設分を含めた額とする 

・住宅用Ｖ２Ｈシステム 10万円（定額）  

 申請等の手続き 

必要書類を、提出期限内に下記の提出先まで送付してください。 

詳細は、県ホームページでご確認ください。（https://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyoseisaku/chikyu/saiene/taiyokou03.html） 

※設置業者など手続代行者による提出も受け付けます。 

◇ 申請の受付期間：令和５年４月１７日(月) ～令和６年１月３１日(水)【17時必着】 

◇ 実績報告書の提出期限：令和６年３月２９日(金)【17時必着】（設置後、速やかに提出ください。） 

 提出・問合せ先 

〒760-8570 高松市番町四丁目１番１０号 

香川県環境森林部環境政策課 地球温暖化対策グループ 電話： ０８７-８３２-３８５１（直通）  

受付時間： ９：００～１２：００、１３：００～１７：００ （土曜、日曜、祝日、年末年始を除きます。） 
・書類の提出は、原則として郵送（配達が確認できる簡易書留など）のみとなります。 

令和５年度 
令和５年４月１日版 

補助金額の変更あり 

補助対象の変更あり 



 対象となる条件 

① 県内の住宅（店舗、事務所等との兼用を含む）に未使用の補助対象設備（①～④）を設置（設置された建売住 

宅の購入を含む）する個人（個人事業主を含む）、法人、または区分所有法で規定する管理者であること 

② 電力会社と１０ｋＷ未満（増設の場合は既設分を含む）の太陽光発電設備の電力受給契約を締結すること 

（太陽光発電設備を設置済みの既築住宅を ZEH住宅に改修する場合を除く） 

③ J-クレジット制度に基づき県が運営・管理する「かがわスマートグリーン・バンク（太陽光発電）」に入会すること 

④ 県税（個人住民税を含む）の滞納がないこと 

⑤ 暴力団員等でないこと （香川県補助金等交付規則第５条の２各号のいずれにも該当しないこと） 

 手続の流れ 

県 書類 （個人の場合） 申請者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ※  必要書類の詳細については、県ホームページまたは「手続の手引き」でご確認ください。 

 補助金交付申請 

※ 簡易書留等、必ず到着日が 

確認できる方法で、送付して 

ください。 

 受付 

 

 

 交付決定 

審査 

受付 

 受領 

 計画を変更・中止する場合は手続が必要 

 

 

  

  受領 補助金額確定 

 補助金の支払 

請求書受理 

審査 

口座振込 

請求  補助金交付請求書 

（実績報告書と同時に提出いただいても差しつかえありません。） 

（提出期限：令和６年４月１０日（水）） 

 

工事着工(引渡し)、

電力受給契約 ・ 

運転開始 

(約１か月) 

 補助金実績報告 

交付決定後 

 提出期限 
令和６年1月３１日（水) 
【17時必着】 

 最終提出期限 
令和６年３月２９日（金) 
【17時必着】 

 補助金申請書の県到達日の翌日
から交付決定までの標準処理期
間は平日の 14日間です。 
 

 補助金交付決定通知書 

※ 再発行いたしませんので、大切に保管してください。 

 補助金交付額確定通知書 

※ 再発行いたしませんので、大切に保管してください。 

 補助金交付申請書 

 必要書類 

 補助金実績報告書 

 必要書類 

(約１か月) 


